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様式第２０号（第５５条関係）

　　氏　　　　　名　　 性　　別

賃　金　台　帳 （常時使用される労働者に対するもの）
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記載心得
   一  氏名は当該事業場で使用する労働者番号をもつて代えることができる。
   二　残業又は休日労働が深夜に及んだ場合には、深夜の部分の残業労働時間数を深夜労働時間数の欄にも記入すること。
   三　実物給与の欄には、当該賃金計算期間において支給された実物給与の評価額をその種類ごとに記入すること。

労働保険は、労災保険と雇用保険を総称した名称です。正社員、パート、アルバイトなどの

雇用形態にかかわらず、１人でも労働者を雇い入れた時、事業主は労働保険の手続きをしなけ

ればなりません。（農林水産の一部の事業を除きます）

助成金を活用する場合は、労働保険の加入が前提となります。

労働保険は労災保険と雇用保険の総称です

業務災害による負傷・
疾病に対する給付

通勤災害による負傷・
疾病に対する給付

育児休業給付教育訓練給付

雇用安定のための助成

労 働 保 険

労災保険

対 象：すべての労働者

保険料：全額事業主負担

雇用保険

対 象：①1週間の所定労働時間が 20時間以上
②31日以上雇用継続見込み
上記①②の要件を満たす労働者

保険料：事業主と労働者双方で負担
（負担割合は異なる）

失業給付

再就職促進のための給付

など
など

治療費

障害給付

休業給付

遺族給付

保険料の算定

労働保険料の額は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率を乗じて算出します。

労働保険料のうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険は事業主と労働者双方の負担になります。

（労災保険率）事業の種類により 2.5/1000 から 88/1000 まで分かれています。

（雇用保険率）雇用保険率及び事業主と被保険者（労働者）との負担は事業の種類により区別されます。

例）一般の事業の場合、事業主負担は９.5/1000、被保険者負担率は６/1000

保険料の算定

労災保険は、業務上または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う

制度です。労働者を 1 人でも使用していれば、正社員、パートなどを問わず、強制的に適用されます。

雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事情（育児・介護等）が生じた場合

に給付を行う制度です。また、失業の予防、雇用機会の拡大、労働者の能力開発・向上その他労働者

の福祉の増進を図るために雇用保険二事業も行っています。

雇用保険についてお問い合わせは事業所管轄のハローワークへ

那覇公共職業安定所 電話 098-866-8609（21＃）

沖縄公共職業安定所 電話 098-939-3200（21＃）

名護公共職業安定所 電話 0980-52-2810

宮古公共職業安定所 電話 0980-72-3329

八重山公共職業安定所 電話 0980-82-2327

労災保険についてお問い合わせ先は事業所管轄の監督署へ

那覇労働基準監督署 電話 098-868-8040

沖縄労働基準監督署 電話 098-982-1263

名護労働基準監督署 電話 0980-52-2691

宮古労働基準監督署 電話 0980-72-2303

八重山労働基準監督署 電話 0980-82-2344

労働保険（雇用保険・労災保険）



障害があってもなくても、職業生活の自立のために、
その能力を発揮する機会を与えてください

障害者雇用 Ｑ＆Ａ

障害者雇用の促進のために

沖縄労働局及びハローワークでは障害者の職場実習を推進しており、実習受入候補事業所として

登録いただける企業を募集しています。

職場実習にご協力いただける事業所は、下記までご連絡をお願いいたします。

障害者に対する職場実習推進事業のご案内

このような企業の皆様に…

◇障害者雇用に関心はあるが、雇用経験やノウハウが乏しく不安。

◇障害のある人にどんな仕事をしてもらえばいいかが分らない。

●障害者雇用率制度とは･･･

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、障害に関係なく、希望や能力に応じて、

誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、事業主に対して、

その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率（法定雇用率 2.5％）以上になるよ

う義務づけています。

障害者を雇用しなければならない事業主の範囲 ： 常用雇用労働者数 40.0 人以上

障 害 者 雇 用 率 制 度

～常用雇用している労働者数が 100 人を超える事業主が対象～

●障害者雇用納付金制度とは･･･

法定雇用率を下回っている事業主から、法定雇用障害者数に不足する人数に応じて

納付金を徴収し、それを財源に法定雇用率を上回っている事業主に対して障害者雇用

調整金、報奨金、各種の助成金を支給する制度です。障害者を雇用するには、作業施

設・設備の改善や職場環境の整備など、経済的負担が伴います。この納付金制度は、

障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図

りつつ、障害者雇用の水準を高めることを目的としています。

障害者雇用納付金制度
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※労災のみ適用（雇用保険被保険者がいない）の場合は、

労働基準監督署にだけ届け出てください。

加入手続きの流れ

労働保険は、事業の種類により「一元適用事業」と「二元適用事業」に分かれており、加入手続きの流れが若

干異なりますので、下記の図を参考にしてください。

概算労働保険料算定のため、保険関係成立日からその年度末までの間に労働者に支払う賃金総額（見込み額）

を労災のみ適用、雇用保険のみ適用、労災・雇用保険両方適用に分けて、予め算定してください。

左の 2 次元バーコードより詳細をご確認ください。

「労働保険の成立手続きはおすみですか」

（厚生労働省・パンフレット）

※労働保険事務組合の認可を受けている商工会・商工会議所、事業協同組合その他の事業主団体でも加入手続きができます。

※必ず労働基準監督署とハローワークの両方に書類を提出し

てください。順番はどちらが先でも構いません。

管轄の労働基準監督署

労働保険 保険関係成立届（労災・雇用保険）

労働保険 概算保険料申告書（労災・雇用保険）

管轄のハローワーク

雇用保険 適用事業所設置届

雇用保険 被保険者資格取得届

法人事業所

①労働保険成立届の事業所控え（コピー可）

②登記簿謄本（コピー可）

③法人番号を確認できるもの（法人番号通知書等）

④所在地を確認できるもの

（住所、事業所明記がある公共料金領収書または郵便

物等）

⑤定款又は会則等（コピー可）

※法人格のない団体（任意団体）等のみ

⑥従業員の採用・入社日が確認できるもの

（雇用契約書、出勤簿、またはタイムカード、賃金台

帳等）

⑦雇用保険被保険者証（対象労働者分）

※なくした場合や不明の場合は、以前勤務した事

業所をメモし持参または履歴書を持参。

個人事業所

①労働保険成立届の事業所控え（コピー可）

②営業許可証、事業主の身分証明書

（運転免許証、住民票等）

③所在地を確認できるもの

（住所、事業所明記がある公共料金領収書または郵便

物等）

④従業員の採用・入社日が確認できるもの

（雇用契約書、出勤簿、またはタイムカード、賃金台

帳等）

⑤雇用保険被保険者証（対象労働者分）

※なくした場合や不明の場合は、以前勤務した事

業所をメモし持参または履歴書を持参。

労働保険の手続きで準備すること

雇用保険の手続きで準備すること

加入手続きの流れ

※必ず労働基準監督署から手続きし、

交付された控えを持参してハローワークで手続きください。

管轄の労働基準監督署

労働保険保険関係成立届

（労働保険）

労働保険概算保険料申告書

（労働保険）

管轄のハローワーク

労働保険保険関係成立届

（雇用保険）

労働保険概算保険料申告書

（雇用保険）

雇用保険適用事業所設置届

雇用保険被保険者資格取得届

二元適用事業所
農業・林業・水産業、建設業、

国・都道府県・市町村等の官公庁

一元適用事業所
一般の事業（二元適用事業以外の事業）


